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宮崎県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認（２例目）に

伴う防疫対策の徹底について

本日、宮崎県内の家きん飼養農場において死亡家きんが増加した旨、宮崎県に対して通

報があり、高病原性鳥インフルエンザの遺伝子検査を実施したところ、Ｈ５亜型であるこ

とを確認しました。このことから、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエ

ンザに関する特定家畜伝染病防疫指針（平成27年９月９日農林水産大臣公表。以下「防疫

指針」という。）に基づき、当該死亡家きんについて、高病原性鳥インフルエンザ（以下

「本病」という。）の疑似患畜と判定しました。

これまで、６道県において８事例の本病の発生が確認され、その都度、防疫対策の強化

についてお願いしてきたところですが、特に下記の点につき、改めて徹底方よろしくお願

いします。

記

１．本病の過去の事例では、特に１月から２月にかけての発生が多いところ、引き続き、

いつ、どこにおいても、発生するおそれがあることから、家きん飼養者に対し、本病に

対する厳重な警戒を要請すること。

２．発生予防対策として、家きん飼養者に対し、

① 小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入し得る経路がないか、家きん舎を定

期的に点検すること

② 家きん舎に入る場合には、衣服や靴の交換や十分な消毒を行うこと

③ 本病のまん延を防止するため、他の家きん飼養農場への不要不急の出入りは控

えること

について、助言・指導すること。

３．万一、発生が確認された場合には、迅速かつ的確な初動対応を徹底し、特に家き

ん飼養農場が密集する地域では、迅速な殺処分、発生農場周辺の通行の制限又は遮

断、消毒ポイントの設置と当該ポイントにおける関係車両の厳重な消毒の徹底等に

より、まん延防止対策に万全を期すこと。


